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はじめに 
 

めまぐるしく変化する社会情勢の中で、ここ数年少子高齢化、人口減少など様々

な問題が重なり、長年存在してきた家族形態も変化しつつあります。 

そして、今までの価値観や生活習慣は変化し、人と人とのつながりも希薄となり、

社会的孤立がすすんでいます。近年は、これらに加え貧困や引きこもりなど社会問

題も重なり、支援が困難なケースも増えてきています。 

西脇市社会福祉協議会では、平成 26（2014）年度を初年度とする第二次西脇

市地域福祉推進計画を策定し、「もっと ええまち・西脇 ～ だれもが安心して

暮らせる福祉のまちづくり～」を推進してまいりました。 

この第二次推進計画が、今年度で最終年度となることから、第二次推進計画の取

組や事業を評価し検証した結果と、西脇市の地域福祉に関するアンケート調査を踏

まえ、計画の検証と課題の抽出を行いました。 

さらに、西脇市の行政計画である西脇市地域福祉計画と協働し、理事会を策定委

員会と位置づけ、地域福祉に関する活動・行動を具現化した第三次推進計画を策定

しました。 

この第三次推進計画では、住民を主体とし、住民に参加していただくという視点

を基礎として、西脇市に暮らす全ての人がお互いにやさしさと思いやりの気持ちを

もって、つながり、助け合い・支え合いの輪を広げることで、安心して暮らせるよ

うに、基本理念を「ほっこり いいね・西脇市 ～みんなが安心・心つながるまち

づくり～」として、地域福祉の具体的な実践活動を展開してまいります。 

ここに、第三次推進計画の策定にあたり、多大なるご尽力をいただきました策定

委員会の皆様やご協力いただきました事業者・団体や市民の皆様に心から深く感謝

申し上げます。 

 

令和２（2020）年３月 

 

            社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会 

            会 長 長尾 芳明 
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第１章    計画策定の目的 

 

 

１ 計画策定にあたって 

（１）計画策定の目的と意義  

本格的な人口減少社会の到来、核家族化の急速な進行、社会構造の変化、人々の価

値観や考え方、ライフスタイルの多様化等により、かつてのような地縁・血縁や地域

住民のつながりが希薄化し、「無縁社会」という言葉に象徴されるように、地域社会と

の関わりを断ち、孤立して生活している人が増加しています。 

また、「他人事」になりがちな地域づくりを、地域住民が「我が事」として主体的に

取り組むことができる仕組みを作っていくとともに、地域づくりの取り組みの支援と、

公的な福祉サービスへのつなぎを含めた「丸ごと」の総合相談支援の体制整備を進め、

支援が必要な人ごとに整備された「縦割り」の公的福祉サービスを「丸ごと」へと転

換していくため、サービスの提供や人材育成を進めていく必要があります。 

福祉は与えるもの、与えられるものといった「支え手側」と「受け手側」に分かれ

るのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍

できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮

らすことのできる「地域共生社会」を実現することが必要です。 
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（２）法律等の動向  

国では、平成 23（2011）年３月に発生した東日本大震災の経験から、平成 25

（2013）年６月に災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）を改正し、高齢者や

障がいのある人等の避難行動要支援者に対し、災害時に備えた日頃からの地域での見

守り・支え合いの体制を強化したことや、平成 27（2015）年４月の介護保険法（平

成９年法律第 123 号）の改正により、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らすた

め、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包

括ケアシステム」の構築を推進しています。 

また、平成 27（2015）年４月に施行された生活困窮者自立支援法（平成 25年法

律第 105 号）では、自治体は生活困窮者に対する相談窓口を設置し、自立に向けた

生活全般にわたる包括的な支援を行うなど支援の拡充を図ること、そして、平成 28

（2016）年４月に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平

成 25年法律第 65号）（以下、障害者差別解消法という）では、障がいの有無によっ

て分け隔てられることなく、人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目

指すといった動きがみられます。 

平成 30（2018）年４月１日に施行された、地域包括ケアシステムの強化のための

介護保険法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 52 号）により、社会福祉法

（昭和 26年法律第 45号）が改正され、地域福祉計画策定に際しては、「地域におけ

る高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な

事項」を記載する、いわゆる「上位計画」として位置づけられ、包括的な支援体制の

整備に係る事業に関する事項についても記載が求められています。 
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２ 計画の位置付けと計画の期間 

（１）社会福祉協議会と地域福祉推進計画  

① 社会福祉協議会とは 

社会福祉協議会は社会福祉法第 109 条に規定されており、市町村に１つ設置され

た、地域福祉を推進することを目的とした民間団体です。 

その性格を、兵庫県社会福祉協議会は、「社会福祉協議会は、地域住民を基盤とし、

住民の自己決定・通常生活の継続・総合的視点の尊重などの基本理念に基づく地域福

祉の実現を目指す、公共的性格を有する地域福祉推進の中核的民間組織である。社会

福祉協議会は、地域住民・当事者のニーズに依拠した活動を進めるとともに、保健・

医療・福祉その他公私関連領域との連携を図る。また、必要に応じて在宅福祉サービ

ス等事業の企画、実施に努める。」と規定しています。 

 

 

② 地域福祉推進計画とは 

我が国の福祉は、高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉等対象者別に、それぞれの

法律や制度によって、必要な福祉サービスが提供されてきました。 

これからの地域社会は、子どもから高齢者まで誰もが住み慣れた地域の中で、心豊

かに安心して暮らすことができ、「福祉（幸せや豊かさ）」を実感できるような仕組み

をつくり、それを持続させていくことが求められています。 

そのためには、様々な生活課題について、個人や家族が自ら解決すること（自助）、

地域やボランティア等による支え合い活動（共助）、行政等による支援（公助）の連携

によって解決していこうとする取り組みが必要です。 

地域社会における生活課題の解決に向け、地域住民、地域活動団体、福祉活動団体、

社会福祉協議会、行政等が協力し、ともに活動する仕組みづくりが地域福祉といえま

す。 

「地域福祉推進計画」は、社会福祉法において地域福祉を推進する中心的な団体と

して位置付けられた社会福祉協議会が呼びかけて、地域を構成する住民や民生委員・

児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など

の関係機関が相互協力して策定する、地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動

計画です。 
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③ 地域福祉計画との関係 

「地域福祉計画」は、社会福祉法第 107条に基づく「市町村地域福祉計画」で、西

脇市における地域福祉を推進するための施策展開の基本となるものです。 

地域福祉計画は、地域福祉推進計画と同時期に見直し・策定するとともに、地域福

祉の推進を市と社会福祉協議会が連携し行うことから、基本理念、基本方向を共有し、

それぞれの立場において役割を担い、相互に連携し、補完、補強し合いながら、地域

福祉を進展させていきます。 

 

■関連計画との関係 

位置付け図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の期間  

計画の期間は、令和２（2020）年度から令和 7（2025）年度までの６か年とし

ます。 

ただし、社会経済情勢の変化や大きな制度の改正、関連する個別計画との整合に柔

軟に対応できるよう、必要に応じて見直しを行います。 
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（３）地区の捉え方 ～８つの地区（日常生活圏域）～  

平成 31（2019）年の西脇市の人口は 40,684 人、世帯数は約 17,141 世帯で

す。西脇市はいくつかの町村が合併しながら現在の西脇市になっており、その歴史は

同じではなく、住民意識等も地区ごとに様々です。 

地域福祉を推進するにあたっては、一定のサービス等社会資源があること、顔の見

える関係（距離感）が望ましいことなどから、中学校区もしくは小学校区を日常生活

圏域として、小地域福祉活動を展開していくことが求められます。 

西脇市では、区長会、民生委員・児童委員協議会、子ども会、消防団等の各種団体

や、まちづくり協議会・地区まちづくり計画の単位である８地区（西脇・津万・日野・

重春・野村・比延・芳田・黒田庄）を、生活支援体制整備事業の第２層の地域区分と

して捉えていきます。 

一方で、住民生活の基礎単位である自治会は、多くの自治会で「ふれあいいきいき

サロン」が開催されており、社会福祉協議会では、最も身近な声掛け・見守り単位と

して捉えていきます。 
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３ 計画の検証と課題の抽出 

（１）計画の検証手法  

① 社会福祉協議会による内部検証 

社会福祉協議会の事業報告書や事業評価票により、第二次計画の施策や事業につい

ての取組状況や課題及び第三次計画での方向性等について検討しました。 

 

② 西脇市の地域福祉に関するアンケート調査 

市民の地域福祉に関する取り組みや考えなどを把握するため、市民に対して、地域

福祉についてアンケート調査を実施するとともに、民生委員・児童委員、ボランティ

ア団体、地域活動団体※に対し、支援活動等を行う上での問題点等についての調査を

実施しました。 

 

 配布数 有効回答数 有効回答率 

市民アンケート調査 2,000通 962通 48.1％ 

民生委員・児童委員 9通 9通 100.0％ 

ボランティア団体 35通 16通 45.7％ 

地域活動団体 11通 11通 100.0％ 

※各地区まちづくり協議会及び地域自治協議会 

 

４ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、計画策定への住民参加を実現するために、市民アンケ

ート調査や民生委員・児童委員、ボランティア団体、地域活動団体に地域福祉に関す

るアンケート調査を実施するとともに、幅広い分野の関係者を委員とする、社会福祉

協議会理事会を「西脇市地域福祉推進計画策定委員会」として位置づけ審議を行いま

す。 
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資料：平成30年版西脇市統計書（各年４月１日現在）
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第２章    西脇市の地域福祉を取り巻く状況 

 

 

１ 統計データでみえる現状 

（１）総人口・世帯数の推移  

総人口は年々減少しており、平成 26（2014）年の 42,8８１人から 2,1９7人減

少し、平成 31（2019）年では 40,684人となっています。 

世帯数の推移をみると、総人口が減少する一方で、世帯数は年々増加しており、平

成 31（2019）年には 17,141 世帯となっています。１世帯当たり人員をみると、

やや減少傾向にあります。 

 

       総人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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（２）年齢４区分別人口の推移  

年齢４区分別人口は 65 歳以上の老年人口が増加し続けており、平成 7（1995）

年は全体の 2割弱となっていますが、平成 27（2015）年には 3割を超え、12,652

人となっています。また、前期高齢者（65～74 歳）と後期高齢者（75 歳以上）の

人口についても、ともに増加しており、特に後期高齢者の増加の伸びが著しくなって

います。 

一方、0 歳から 14 歳までの年少人口と 15 歳から 64 歳までの生産年齢人口は減

少し続け、平成 27（2015）年にはそれぞれ 5,248 人、22,907 人となっていま

す。 

年齢４区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

（３）出生の状況  

合計特殊出生率の推移をみると、全国や県と比べて高くなっています。平成 17

（2005）年に減少しましたが、その後高水準を保っています。 

合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               資料：平成 29年保健統計年報  
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資料：福祉部長寿福祉課（各年度末３月31日現在）
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（４）高齢者世帯の推移  

高齢者世帯は年々増加傾向にあり、平成 27（2015）年には高齢者夫婦のみ世帯は

2,141世帯、高齢者単身世帯は 1,739世帯となっています。 

 

高齢者夫婦のみ世帯と高齢者単身世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

（５）高齢者における要支援・要介護認定者の推移  

65歳以上の要支援・要介護認定者は年々増加しており、平成 30（2018）年度に

は2,623人となっています。要支援・要介護認定率も増加しており、平成30（2018）

年度には 19.9％となっています。 

 

要支援・要介護認定者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉部長寿福祉課（各年度末３月 31日現在）  

高齢者数（第１号被保険者数） 認定者数 認定率

924

1,279

1,628

1,921

2,141

671

962

1,177

1,432

1,739

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

(世帯)

高齢者夫婦のみ世帯 高齢者単身世帯
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資料：福祉部長寿福祉課（各年度末３月31日現在）

295 285 262 270 298

316 313 332 360 339

554 615 579 574 572

451 437 475 464 509

321 335 359 385 369
267 292 296 320 324
299 270 278 262 243

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

(人)

1,880 1,859 1,835 1,804 1,741

391 406 390 410 418

189 199 212 226 257

0

400

800

1,200

1,600

2,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

(人)

 

（６）要支援・要介護認定者の介護度別の推移  

要支援・要介護認定者の介護度は、平成26（2014）年度に比べると要介護３、要介

護４が大きく増加する一方で、要介護5は減少しています。また、要介護1と要介護2

が全体のおよそ4割を占めています。 

 

要支援・要介護認定者の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉部長寿福祉課（各年度末３月 31日現在） 

 

（７）障害者手帳所持者数の推移  

身体障害者手帳所持者は、平成 30（2018）年度では 1,741人に減少しているも

のの、療育手帳所持者数は横ばいで推移しています。一方、精神障害者保健福祉手帳

所持者は、年々増加しています。 

障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉部社会福祉課（各年度末３月 31日現在） 

  

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５
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資料：　　　　　　　　（各年４月１日現在）

217 231 223 217 197

0.65
0.69 0.69 0.67

0.61

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0

50

100

150

200

250

300

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（‰）(世帯)

 

（８）生活保護受給世帯の推移  

生活保護受給世帯は、平成 27（2015）年度以降減少しています。生活保護率につ

いても平成 27（2015）年度以降減少し、平成30（2018）年度で 0.61‰となっ

ています。 

 

生活保護受給世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉部社会福祉課（各年度平均） 

 

 

（９）ボランティア登録人数の推移  

ボランティア登録人数、ボランティア登録グループ数ともに横ばいとなっています。 

 

ボランティア登録人数、ボランティア登録グループ数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：西脇市社会福祉協議会事業報告書抜粋（各年３月 31日現在） 

  

資料：　　　　　　　　（各年４月１日現在）

778 715
789 763 775

42 43 44
42

44

0

10

20

30

40

50

0

200

400

600

800

1,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

(人) （団体）

生活保護受給世帯数（世帯） 保護率（‰）

ボランティア登録人数 ボランティア登録グループ数
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（10）児童等の状況  

児童・生徒数の推移の状況をみると、幼稚園・保育所では平成 28（2016）年度ま

ではほぼ横ばいでしたが、小学校・中学校では減少傾向となっています。幼稚園・保

育所では、平成 29（2017）年度の認定子ども園への移行や幼稚園の統合により、制

度の変更はあったが、全体としての園児数は、小学校・中学校と同じく減少傾向とな

っています。 

 

児童・生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 平成 26～30年版西脇市統計書（各年５月１日現在） 

 

（11）ひとり親世帯の状況  

ひとり親世帯の推移をみると、母子世帯は平成 17（2005）年まで増加を続け、平

成 22（2010）年に減少したものの、200 世帯以上となっています。父子世帯は、

20世帯から 30世帯前後で推移しています。 

 

ひとり親世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  

24 31 23 25 28

152

189

226
206

223

0

50

100

150

200

250

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

(世帯）

資料：福祉部長寿福祉課（各年度末３月31日現在）

272 234 248 44 77

927 735 610

201 348
1,160 1,113

2,178 2,129 2,070 2,026 2,022

1,251 1,204 1,156 1,115 1,049

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

(人)

幼稚園 保育所 認定こども園 小学校 中学校

父子世帯 母子世帯
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（12）外国人の状況  

外国人の状況をみると、外国人人口は平成 29（2017）年までは横ばいとなってい

ますが、以降は増加傾向にあり、平成 31（2019）年の外国人男性は 316人、女性

は 275人となっています。 

世帯数も同様の傾向となっており、平成 31（2019）年では 384世帯となってい

ます。 

 

外国人の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

 

  

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）

174 178 181 181 205
316

237 240 232 229 248

275411 418 413 410
453

591191
208 215 220

260

384

0

100

200

300

400

0

300

600

900

1,200

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

(世帯)(人)

男性 女性 世帯数
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２ 市民アンケート調査でみえる現状 

①近所付き合いの必要性 

「とても必要」と「まあまあ必要」をあわせた“必要”の割合が 92.0％、「あまり

必要ない」と「まったく必要ない」をあわせた“必要ない”の割合が 6.2％となって

います。 

 

 

 

 

②近所付き合いの状況 

「ある程度親しく付き合っている（立ち話をする）」の割合が 47.5％と最も高く、

次いで「会えばあいさつする程度で付き合っている」の割合が 38.4％、「とても親し

く付き合っている（気軽に相談できる）」の割合が 9.0％となっています。 

年代別でみると、他に比べ、70 歳以上の高齢者で「とても親しく付き合っている

（気軽に相談できる）」の割合が高く、若い 20 歳代では「ほとんど（もしくは全く）

付き合いはない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても親しく付き合っている（気軽に相談できる）

ある程度親しく付き合っている（立ち話をする）

会えばあいさつする程度で付き合っている

ほとんど（もしくは全く）付き合いはない

無回答

とても必要 まあまあ必要 あまり必要ない まったく必要ない 無回答

N =

　 962 34.4 57.6 5.2
1.0

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

20歳代 66

30歳代 92

40歳代 149

50歳代 148

60歳代 253

70歳以上 237

4.3

4.0

7.4

7.1

18.1

19.7

33.7

39.6

44.6

57.7

56.5

63.6

53.3

50.3

42.6

33.2

22.4

16.7

8.7

4.0

3.4

0.8

0.8

2.0

2.0

1.2

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

　 962 9.0 47.5 38.4 3.6 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③地域活動への参加状況 

「参加している」の割合が 46.4％、「参加していない」の割合が 52.5％となって

います。 

年代別でみると、20歳代で「参加していない」の割合が高い一方で、30歳代以上

の年代は 50％近くが「参加している」となっています。 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

 

 

  

参加している 参加していない 無回答

N =

　 962 46.4 52.5 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

20歳代 66

30歳代 92

40歳代 149

50歳代 148

60歳代 253

70歳以上 237

18.2

51.1

48.3

48.6

50.6

44.3

81.8

47.8

51.7

50.0

46.6

55.3

1.1

1.4

2.8

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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④ボランティア活動への参加状況 

「参加している」の割合が 17.4％、「参加していない」の割合が 80.6％となって

います。 

年代別でみると、20～30 歳代で「参加していない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

 

 

  

参加している 参加していない 無回答

N =

　 962 17.4 80.6 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

20歳代 66

30歳代 92

40歳代 149

50歳代 148

60歳代 253

70歳以上 237

4.5

6.5

12.1

15.5

25.7

20.3

95.5

90.2

87.9

82.4

71.1

77.6

3.3

2.0

3.2

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑤地域活動・ボランティア活動に参加していない理由 

地域活動・ボランティア活動に参加していない理由は、ともに「仕事や家事等が忙

しく、時間がない」の割合が最も高く、次いで「健康や体力に自信がない」「参加する

きっかけがない」「活動に関する情報が入ってこない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

仕事や家事等が忙しく、時間が
ない

健康や体力に自信がない

参加するきっかけがない

活動に関する情報が入ってこな
い

自分の時間を大切にしたい

人間関係がわずらわしい

活動内容に興味・関心がない

知っている人がいない

参加方法がわからない

自分の生活には関係ない

家族の理解が得られない

その他

特にない

無回答

51.1

27.9

18.4

16.8

13.1

12.5

11.7

9.5

5.1

1.2

0.8

5.5

6.9

6.1

57.2

29.9

20.1

17.5

10.8

7.4

8.4

6.7

9.0

1.4

1.5

3.5

4.6

3.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

地域活動 （N = 505）

ボランティア活動 （N = 775）
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⑥今後、地域活動やボランティア活動の輪を広げていくために必要なこと 

「広報の充実（情報の発信）」の割合が 33.3％と最も高く、次いで「若い世代への

呼びかけ」の割合が 22.7％、「人材、リーダーの養成」の割合が 20.0％となってい

ます。 

平成 25（2013）年度調査 と比較すると、「地域における温かな人間関係の構築」

の割合が 9.8 ポイント、「体験活動などのきっかけづくり」の割合が 5.2 ポイント減

少しています。 

 

 

 

 

 

  

％

広報の充実（情報の発信）

若い世代への呼びかけ

人材、リーダーの養成

地域における温かな人間関係
の構築

相談できる窓口の設置

体験活動などのきっかけづくり

活動拠点の確保

活動に関する研修会や講習会
の実施

活動資金の援助

学校での福祉教育の充実

その他

特にない

無回答

33.3

22.7

20.0

19.9

16.5

16.5

11.7

10.8

10.2

5.6

1.2

6.1

22.8

35.6

27.5

21.0

29.7

18.3

21.7

12.1

10.5

11.1

8.9

0.7

7.7

11.0

0 10 20 30 40 50

平成30年度調査 （N = 962）

平成25年度調査 （N = 944）
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⑦社会福祉協議会の認知度（名前を知っている市民の割合） 

社会福祉協議会という「名前は聞いたことがあるが、活動内容は知らない」の割合

が 46.0％と最も高く、次いで「名前も活動内容も知っている」の割合が 35.1％、「名

前も活動内容も知らない」の割合が 16.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、年代が高くなるにつれて「名前も活動内容も知っている」の割合

が高くなっています。また、年代が低くなるにつれて「名前も活動内容も知らない」

の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

　 962 35.1 46.0 16.5 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

20歳代 66

30歳代 92

40歳代 149

50歳代 148

60歳代 253

70歳以上 237

18.2

20.7

31.5

33.1

40.3

42.6

48.5

47.8

45.0

48.6

47.8

43.9

31.8

30.4

22.1

16.9

10.3

9.3

1.5

1.1

1.3

1.4

1.6

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

名前も活動内容も知っている

名前は聞いたことがあるが、活動内容は知らない

名前も活動内容も知らない

無回答
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⑧市民が知っている社会福祉協議会の活動や事業 

「ふれあいいきいきサロンの普及、助成」の割合が 72.8％と最も高く、次いで「社

協だよりの発行」の割合が 70.4％、「ひとり暮らし高齢者会食サービス事業」の割合

が 66.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N = 338 ％

ふれあいいきいきサロンの普

及、助成

社協だよりの発行

ひとり暮らし高齢者会食サービ

ス事業

介護保険事業（訪問介護、訪問

看護、居宅介護支援等）

車いす等の貸出

いきいきふれあいまつり等のイ

ベントの開催

福祉サービス利用援助事業

ふれあい給食サービス事業

心配ごと相談

社協会員加入促進

ボランティアセンターでの各種

相談、ボランティアの育成及び

支援

災害ボランティアに関する支援

学校における福祉体験学習の

支援

その他

無回答

72.8

70.4

66.0

57.1

53.3

52.7

50.9

43.5

32.2

29.9

27.2

25.1

20.4

0.6

4.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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⑨今後、社会福祉協議会に充実してほしい活動や事業 

「在宅生活の福祉サービスの充実」の割合が 33.4％と最も高く、次いで「住民によ

る見守りや支え合い活動への支援」の割合が29.9％、「気軽に相談できる窓口の充実」

の割合が 29.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N = 338 ％

在宅生活の福祉サービスの充
実

住民による見守りや支え合い活
動への支援

気軽に相談できる窓口の充実

福祉サービスに関する情報発
信の充実

ボランティア活動の支援

災害ボランティア活動への支援

地域住民への福祉に関する普
及啓発

様々な交流活動への支援

学校における福祉体験学習の
推進

その他

無回答

33.4

29.9

29.0

27.2

24.6

19.2

18.0

16.9

10.4

1.2

10.1

0 10 20 30 40 50
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⑩住んでいる地域の課題や問題 

「少子化・高齢化」の割合が 44.4％と最も高く、次いで「商店・買物環境」の割合

が 31.3％、「交通機関（移動・外出）」の割合が 31.0％となっています。 

また、「地域活動を行う人材不足」「異なる世代との交流」「地域の人たちのつきあい

方」の項目も上位となっていることから、地域活動や地域の支え合いについて課題や

問題を感じていることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N = 962 ％

少子化・高齢化

商店・買物環境

交通機関（移動・外出）

地域活動を行う人材不足

異なる世代との交流

地域の人たちのつきあい方

障害のある人や高齢者が暮らしやす
い環境づくり

雇用・労働環境

子どもの遊び場づくり

在宅高齢者の介護、見守りや生活支

援

ゴミ屋敷・空き家

高齢者の社会参加や生きがいづくり

道路や住宅の整備

医療環境

地域文化の伝承

集いの場

障害者の生活支援

子どものしつけや教育、子育てに関

する支援

母子家庭や父子家庭の支援

子どもや高齢者への虐待、配偶者へ
の暴力（ドメスティック・バイオレンス）

その他

無回答

44.4

31.3

31.0

22.9

21.7

21.3

20.8

18.1

17.3

16.6

15.2

15.0

13.4

13.1

12.4

11.6

7.9

7.1

4.1

2.4

3.7

5.4

0 10 20 30 40 50
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⑪福祉サービスに関する情報の入手先 

「市の広報紙、ホームページ」の割合が 44.2％と最も高く、次いで「特にない」の

割合が 21.7％、「友人、隣近所」の割合が 19.8％となっています。 

年代別でも、年代を共通して「市の広報紙、ホームページ」の割合が高くなってい

ます。また、「インターネット」の項目で 20歳代、30歳代の割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】        単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

友
人
、
隣
近
所 

市
役
所
の
窓
口 

市
の
広
報
紙
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ 

社
会
福
祉
協
議
会
の

窓
口
、
広
報
紙 

在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー 

障
害
者
相
談
支
援
事

業
所 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー 

医
療
機
関 

民
生
委
員
・
児
童
委
員 

新
聞
、
雑
誌
、
テ
レ
ビ
、

ラ
ジ
オ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

20歳代 66  10.6  6.1  33.3  1.5  － 3.0  3.0  10.6  － 4.5  18.2  1.5  47.0  － 

30歳代 92  22.8  5.4  46.7  6.5  1.1  1.1  6.5  7.6  4.3  8.7  18.5  4.3  25.0  2.2  

40歳代 149  13.4  6.7  39.6  6.0  0.7  1.3  7.4  4.0  1.3  6.7  14.1  2.7  35.6  2.0  

50歳代 148  19.6  7.4  51.4  17.6  5.4  2.7  18.2  8.8  1.4  9.5  12.8  2.7  18.9  1.4  

60歳代 253  17.0  12.3  49.8  16.2  4.7  2.0  21.3  11.1  4.3  11.9  4.7  － 13.0  3.2  

70歳以上 237  27.8  11.4  38.8  17.7  3.8  2.5  15.6  10.5  13.1  13.9  1.7  1.7  15.6  5.9  

N = 962 ％

市の広報紙、ホームページ

友人、隣近所

ケアマネジャーやホームヘル
パー

社会福祉協議会の窓口、広報
紙

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ

市役所の窓口

医療機関

インターネット

民生委員・児童委員

在宅介護支援センター

障害者相談支援事業所

その他

特にない

無回答

44.2

19.8

14.6

13.4

10.6

9.5

9.0

8.9

5.4

3.5

2.2

1.8

21.7

3.3

0 10 20 30 40 50
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⑫福祉サービスを安心して利用するために必要なこと 

「サービスを適切に選んで利用できるよう支援する相談窓口の充実」の割合が

57.4％と最も高く、次いで「サービスの情報提供の充実や体制の整備」の割合が

41.8％、「サービスのパンフレット、冊子等の内容の充実」の割合が 28.4％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬生活困窮者自立支援法（制度）の認知状況 

「名前も内容も知らない」の割合が 40.6％と最も高く、次いで「名前は聞いたこと

はあるが内容はわからない」の割合が 34.7％、「名前も内容も知っている」の割合が

11.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

N = 962 ％

サービスを適切に選んで利用で
きるよう支援する相談窓口の充
実

サービスの情報提供の充実や
体制の整備

サービスのパンフレット、冊子等
の内容の充実

サービスの質の向上

サービスの理解を深める説明
会や勉強会の実施

わからない

サービス提供者に対しての評価
体制の強化

その他

無回答

57.4

41.8

28.4

23.9

15.2

10.9

10.8

1.1

7.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

N =

　 962 11.2 34.7 9.4 40.6 4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

名前も内容も知っている

名前は聞いたことはあるが内容はわからない

内容は聞いたことがある

名前も内容も知らない

無回答
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⑭福祉サービスの利用に関しての満足度 

「満足」と「まあ満足」を合わせた“満足”の割合が 66.3％、「普通」の割合が 23.0％、

「やや不満」と「不満」を合わせた“不満”の割合が 5.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮福祉サービスの利用に関して、不満、心配を感じること 

「費用負担」の割合が 50.0％と最も高く、次いで「利用手続きが面倒」の割合が

40.0％、「どんなサービスがあるのか、わからない」、「サービスの提供者や内容等」

の割合が 35.0％となっています。 

平成 25（2013）年度調査と比較すると、「利用したいサービスを提供する施設が

身近にない」の割合が減少している一方、「どんなサービスがあるのか、わからない」

「利用手続きが面倒」の割合が増加しており、福祉サービスが多岐に利用できるよう

になった一方で、サービスを選ぶことが難しくなった面もあることが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足 まあ満足 普通 やや不満 不満 わからない 無回答

N =

　 356 25.6 40.7 23.0
3.9

1.7
4.2

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

％

費用負担

利用手続きが面倒

どんなサービスがあるのか、わ
からない

サービスの提供者や内容等

サービスの利用について、誰に
相談すればよいかわからない

利用したいサービスを提供する
施設が身近にない

親戚や近所の人など周囲の反
応が気になる

その他

無回答

50.0

40.0

35.0

35.0

15.0

15.0

10.0

10.0

0.0

26.9

23.1

15.4

53.8

7.7

34.6

3.8

15.4

3.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

平成30年度調査 （N = 20）

平成25年度調査 （N = 26）
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⑯成年後見制度の認知度 

「制度は知っているが、利用する必要がない」の割合が 37.5％と最も高く、次いで

「言葉も聞いたことはないし、制度もまったく知らない」の割合が 29.3％、「言葉は

聞いたことがあるが、制度のことは知らない」の割合が 27.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑰市民後見人への関心 

「わからない」の割合が 43.2％と最も高く、次いで「興味はない」の割合が 28.3％、

「市民後見人以外の専門職などが後見人になった方がよい」の割合が 12.4％となっ

ています。一方で、「市民後見人として活動してみたい」「市民後見人になるための講

習などを受けてみたい」「少し興味がある」を合わせた「活動したい」「興味がある」

の割合が 10.4%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

　 962 29.3 27.7 37.5
0.6
0.1
0.6

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

言葉も聞いたことはないし、制度もまったく知らない

言葉は聞いたことがあるが、制度のことは知らない

制度は知っているが、利用する必要がない

制度を利用している

制度を利用するための手続き中である

制度を利用したいが、どのような手続きをしたらよいのかわからない

無回答

N =

　 962
0.5
1.4 8.5 12.4 43.2 28.3 5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民後見人として活動してみたい

市民後見人になるための講習などを受けてみたい

少し興味がある

市民後見人以外の専門職などが後見人になった方がよい

わからない

興味はない

無回答
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⑱地域の暮らしやすさについての満足度 

「近隣の生活マナー」「病院等医療関係施設」で「満足」と「まあ満足」を合わせた

“満足”の割合が高くなっています。一方、「道路や交通機関（鉄道・バス）等の利便

性」で「やや不満」と「不満」を合わせた“不満”の割合が高くなっています。 

平成 25（2013）年度調査と比較すると、“不満”の割合が「買い物等日常生活の

利便性」で 6.6ポイント増加しています。 

 

 

 

 

  

N = 962

近隣の生活マナー

地域の防災体制

福祉サービスや相談体制

病院等医療関係施設

学校等教育環境

買い物等日常生活の利便性

公的な手続き等の対応、利便性

道路や交通機関（鉄道・バス）等
の利便性

公園や緑地等の自然環境の
充実

地域の雰囲気やイメージ

高齢者に対する理解

障害のある人に対する理解

12.1

5.4

2.3

10.7

8.6

9.5

1.8

1.7

3.2

4.1

2.0

1.1

24.1

17.6

9.9

22.5

20.9

20.5

11.1

7.0

11.6

13.3

10.7

6.9

49.1

52.0

47.5

42.2

45.7

27.3

46.9

25.2

46.9

57.5

59.0

52.4

6.2

8.5

10.6

12.3

6.1

21.8

19.0

27.7

18.0

10.5

9.1

11.6

4.0

4.4

4.0

5.6

2.1

15.8

10.2

30.1

10.3

6.0

2.5

4.1

1.6

7.5

20.4

2.2

9.8

1.2

5.9

3.8

4.3

3.8

12.4

19.5

3.0

4.7

5.4

4.6

6.8

3.8

5.1

4.6

5.7

4.8

4.3

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 まあ満足 普通 やや不満 不満 わからない 無回答
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％

医療サービス体制の充実

高齢者や障害のある人の在宅生
活支援

移動手段の充実

福祉サービスに関する情報の充
実

防犯・交通安全・防災体制の充実

子育ての支援体制の充実

地域での交流ができる場の充実

地域の見守りの仕組みづくり

地域における身近な相談体制づく
り

子どもの頃からの福祉教育の充

実

地域での様々な交流活動の促進

引きこもりを抱える家族や本人に

対するサポート

公共施設等のバリアフリー化の
推進

ボランティアやＮＰＯの育成と活

動支援

犯罪を犯した人の立ち直りと自立
を促す再犯防止に関する取組

その他

無回答

52.4

37.7

36.9

30.1

29.5

27.4

25.5

22.2

20.5

20.2

16.4

16.0

14.0

9.6

5.4

1.1

5.6

50.3

26.8

17.1

20.4

23.5

17.8

15.4

13.0

13.8

16.1

12.1

‐

7.0

4.8

‐

1.2

8.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

 

⑲地域福祉・施策を進めるために取り組むべき施策の要望 

「医療サービス体制の充実」の割合が 52.4％と最も高く、次いで「高齢者や障害の

ある人の在宅生活支援」の割合が 37.7％、「移動手段の充実」の割合が 36.9％とな

っています。 

平成 25（2013）年度調査と比較すると、「移動手段の充実」「高齢者や障害のある

人の在宅生活支援」「地域での交流ができる場の充実」「福祉サービスに関する情報の

充実」など高齢化の進行に伴う施策への要望が増加していることがうかがえます。 

また、平成 25（2013）年度と同様に「医療サービス体制の充実」の割合が最も高

くなっていますが、前問「地域の暮らしやすさについての満足度」の設問では、「病院

等医療関係施設」に対して“満足”と回答された方も多く、現状で満足しているもの

の更に施策を進めてほしいというニーズもあることが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年度調査 （N = 962）

平成25年度調査 （N = 944）

※「引きこもりを抱える家族や本人に対するサポート」「犯罪を犯した人の立ち直りと自立を促す
再犯防止に関する取組」は平成 30年度調査から新たに追加しました。 



 
29 

 

 

⑳防災に関する日頃からの取組や災害等の緊急時の対応について 

『災害時の避難場所を知っていますか』で「はい」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉑災害時避難行動要支援者登録名簿の認知度 

「名前も内容も知らない」の割合が 59.1％と最も高く、次いで「名前は聞いたこと

はあるが内容はわからない」の割合が 15.4％、「名前も内容も知っており、今後登録

しようとしている」の割合が 7.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

N = 962

災害時の避難場所を知って
いますか

日頃から地域の防災訓練に
参加していますか

隣近所で見守りが必要な人
（高齢者・障害のある人等）が
いる世帯を把握していますか

災害等の緊急時に、避難所等へ
の誘導等の手助けはできますか

86.4

19.2

39.9

45.6

9.8

74.8

54.0

48.0

3.8

5.9

6.1

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

N =

　 962 7.4 7.9 5.6 15.4 59.1 4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

名前も内容も知っており、現在登録している

名前も内容も知っており、今後登録しようとしている

名前も内容も知っているが、登録しようと思わない

名前は聞いたことはあるが内容はわからない

名前も内容も知らない

無回答
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㉒大地震などの災害に備えて、地域で備えが必要なこと 

「隣近所での住民同士の日頃のつながりと助け合い」の割合が54.1％と最も高く、

全年代を通じて共通に必要であることがうかがえます。 

次いで「隣近所での避難場所や避難方法を話し合って、決めておく」の割合が43.8％、

「高齢者や障害者（児）などの支援を必要とする人たちへの支援体制の整備」の割合

が 36.9％となっています。 

年代別でみると、年代が若くなるにつれて「防災教育・訓練の実施」の割合が高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N = 962 ％

隣近所での住民同士の日頃の
つながりと助け合い

隣近所での避難場所や避難方
法を話し合って、決めておく

高齢者や障害者（児）などの支
援を必要とする人たちへの支援
体制の整備

防災教育・訓練の実施

災害時に役立つ専門技術や知
識をもつ人材の育成

地域の行事などでの防災意識
の啓発

心肺蘇生法、応急手当などの
救命講習会の開催

その他

特に備えは必要ない

無回答

54.1

43.8

36.9

23.9

18.8

17.7

11.2

1.2

3.4

7.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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【年代別】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

隣
近
所
で
の
避
難
場
所
や
避

難
方
法
を
話
し
合
っ
て
、
決

め
て
お
く 

隣
近
所
で
の
住
民
同
士
の
日

頃
の
つ
な
が
り
と
助
け
合
い 

高
齢
者
や
障
害
者
（
児
）
な

ど
の
支
援
を
必
要
と
す
る
人

た
ち
へ
の
支
援
体
制
の
整
備 

災
害
時
に
役
立
つ
専
門
技
術

や
知
識
を
も
つ
人
材
の
育
成 

防
災
教
育
・
訓
練
の
実
施 

心
肺
蘇
生
法
、
応
急
手
当
な

ど
の
救
命
講
習
会
の
開
催 

地
域
の
行
事
な
ど
で
の
防
災

意
識
の
啓
発 

そ
の
他 

特
に
備
え
は
必
要
な
い 

無
回
答 

20歳代 66  42.4  50.0  40.9  19.7  30.3  16.7  16.7  － 4.5  4.5  

30歳代 92  34.8  41.3  33.7  22.8  29.3  18.5  17.4  4.3  6.5  6.5  

40歳代 149  39.6  47.7  40.3  23.5  28.2  13.4  14.1  － 4.7  5.4  

50歳代 148  50.0  43.9  40.5  20.9  27.7  10.1  16.2  2.7  2.0  4.7  

60歳代 253  42.7  61.3  40.7  14.6  20.2  9.5  17.4  0.4  1.6  8.7  

70歳以上 237  48.9  64.1  29.5  16.5  19.0  8.4  21.9  0.8  4.2  7.6  
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３ 団体アンケート調査でみえる現状 

①活動を行う上で困っていること 

3団体とも高い割合を示しているのは、「メンバーが高齢化している」となっていま

す。また、「役員のなり手がない」では、民生委員・児童委員が 77.8％と高くなって

います。 

 

  

  

％

メンバーが高齢化している

役員のなり手がない

後継者が育たない

活動内容の情報発信が十分で

きていない

一緒に活動するメンバーが少な

い、不足している

地域の情報が得にくい

専門知識が不足している

活動のための場所の確保が難
しい

活動のための資金の確保が難
しい

同じ分野・活動内容の個人・団
体とのネットワークがない

行政との連携が取りにくい

異なる分野・活動内容の個人・

団体とのネットワークがない

特にない

その他

無回答

55.6

77.8

44.4

22.2

22.2

22.2

44.4

11.1

11.1

0.0

22.2

0.0

0.0

0.0

0.0

68.8

25.0

31.3

25.0

31.3

18.8

0.0

6.3

0.0

6.3

0.0

0.0

12.5

0.0

6.3

72.7

45.5

45.5

45.5

27.3

18.2

18.2

27.3

27.3

18.2

0.0

18.2

0.0

9.1

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

民生委員・児童委員（N = 9）

ボランティア団体（N = 16）

地域活動団体（N = 11）
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②ふだんの活動を通じて感じている地域の課題 

「地域文化の伝承」の割合が、地域活動団体で81.8%、民生委員・児童委員で77.8％

となっています。次に、「少子化・高齢化」の割合が、どの団体も高くなっています。

また、「異なる世代との交流」や「在宅高齢者の介護、見守りや生活支援」の割合が、

民生委員・児童委員で 66.7%と高くなっています。 
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４ 第二次計画の取組状況と評価 

第二次計画（平成26年度～31年度）では、基本理念『もっと ええまち・西脇 ～

だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくり～』の実現に向け、５つの重点項目を掲

げ、取り組んできました。 

第二次計画に掲げる各項目の推進施策は次のとおりで、関係部署で「Ａ：計画通り

取り組めた」「Ｂ：ある程度取り組めた」「Ｃ：未実施、事業廃止など」の３区分によ

る評価を行いました。 

 

重点項目ごとの取組状況評価 

１ 情報提供の充実 

項目 福祉に関する情報提供 
評価 

Ａ 

具体的な実施状況 
社協だより(2カ月に１回の発行)やホームページ、防災行政無線を
活用し、講座等の情報提供を行った。 

取組における課題 
情報が必要な人や情報を得ることが困難な情報弱者に情報が届くよ
う配慮していくことが課題である。 

今後の方向性 
情報が必要な人に、わかりやすい情報が届くよう、情報提供体制を
充実する。 

項目 社協だより・ホームページの充実 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
社協だよりやホームページなどで、社協活動への理解や参加促進を
図った。 

取組における課題 
社協活動の理解や参加促進するため、社協だよりやホームページを
通して啓発しているが、まだ市民に十分に伝わっていない。 

今後の方向性 
社協だよりやホームページの情報提供のほか、市民同士の話し合い
の場に足を運び、社協活動の理解や促進を図る。 

項目 パンフレット等による情報提供 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
ボランティア活動の理解を図るため、リーフレット等を作成し、わ
かりやすい情報を提供した。 

取組における課題 
ボランティア活動のリーフレット等の作成を行い情報提供を行って
いるが、まだ十分ではない。 

今後の方向性 
団塊の世代や新しい層へ、リーフレットを配布し、ボランティア活
動の意義や必要性を周知・啓発していく。 

項目 市内地域福祉活動事例の発信 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
社協だよりや研修会などを通して、先進的な地域福祉活動について
情報発信を行った。 

取組における課題 
社協だよりなどを通して、先進的な地域福祉活動の情報提供を行っ
ているが、まだ十分ではない。 

今後の方向性 
地域の福祉活動に足を運び、先進的な地域福祉活動についての情報提供
を行う。 
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１ 情報提供の充実 

項目 聴覚に障がいのある人への情報提供 
評価 

－ 

具体的な実施状況 
市から社会福祉協議会へ委託があった手話・要約筆記者派遣事業
は、より充実を図るため、平成 27年度から市で行うこととなった。 

取組における課題 － 

今後の方向性 － 

項目 視覚に障がいのある人への情報提供 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
平成 27年度に録音媒体をカセットテープからＣＤとし、視覚障がい
者への情報提供の充実を図った。 

取組における課題 情報を得ることが困難な情報弱者に対し、情報が届くように配慮する。 

今後の方向性 
今後も情報弱者に対し、必要な情報が届くよう、情報提供体制を充
実していく。 

 

２ 福祉のまちづくりを進める人づくりの推進 

項目 ボランティアの育成・確保① 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
関係機関と連携のもと、災害ボランティアや子育てボランティア養
成講座などを開催し、ボランティア人材の育成・確保を図った。 

取組における課題 
ボランティアの高齢化や、各種ボランティアのリーダー養成などが
課題である。 

今後の方向性 
関係機関と連携のもと、様々な媒体で多くの市民に広報啓発し、災害ボ
ランティアや子育てボランティア養成講座を開催する。 

項目 ボランティアの育成・確保② 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
団塊の世代に絞ったボランティア入門講座は開催できなかったが、
各種ボランティア養成講座を開催するなかで、団塊の世代の参加が
あった。 

取組における課題 
ボランティア入門講習会を受講するものの、継続的なボランティア
につながらない。 

今後の方向性 
幅広い年齢層に対し、ボランティア活動をすることは自身の健康づ
くりにも寄与するということ。また、ボランティアの意義を広報啓
発していく。 
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２ 福祉のまちづくりを進める人づくりの推進 

項目 人権・福祉に関する啓発 
評価 

Ａ 

具体的な実施状況 
年１回、福祉を身近なものとして感じ、より関心と理解を深めても
らうため、「いきいきふれ愛まつり」を開催し、また同時に、福祉講
演会も開催した。 

取組における課題 
若い世代や団塊の世代、元気な高齢者など、市民一人ひとりの福祉
意識の高揚を図っていくことが課題である。 

今後の方向性 
今後もイベントなどと併せて、福祉の醸成を図るため、福祉講演会
を開催する。 

項目 福祉学習活動の推進 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
市内小学校・中学校の児童生徒に対し、福祉の情報提供やボランテ
ィアの派遣などを行い、子どものころから福祉の心の醸成を図っ
た。 

取組における課題 
ボランティアの高齢化などにより、学校の希望どおりにボランティ
アを派遣することができない。 

今後の方向性 福祉学習活動の新しいメニューを開発し、福祉学習活動を充実していく。 
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３ ボランティア活動の推進 

項目 ボランティア活動の啓発・情報提供 
評価 

Ａ 

具体的な実施状況 
年１回、福祉を身近なものとして感じ、より関心と理解を深めても
らうため、「いきいきふれ愛まつり」の開催や、ボランティアセンタ
ーだよりを定期的に発行し、市民に福祉の情報を提供した。 

取組における課題 
若い世代から高齢者まで、広くボランティアの情報を届けていくこ
とが課題である。 

今後の方向性 
新たな層にボランティア活動に関心を持ってもらえるように、情報
提供を充実していく。 

項目 ボランティア活動の活性化 
評価 

Ｃ 

具体的な実施状況 
地域福祉提案型事業（企画を採択された団体に対する当事業に要す
る経費の補助）は、他の民間の助成事業の周知などを行ったため、
実施していない。 

取組における課題 － 

今後の方向性 
今後も様々な媒体を利用して、他の民間の助成事業の周知を図って
いく。 

項目 ボランティア活動への支援 
評価 

Ａ 

具体的な実施状況 
福祉団体やボランティアグループへの活動支援を目的に、助成を行
った。 

取組における課題 
福祉団体やボランティア活動のニーズを的確に把握し、より効果的
な助成となるようにする。 

今後の方向性 
今後も福祉団体やボランティア活動が充実するよう、助成を実施す
る。 

項目 ボランティア団体等の組織化支援① 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
ボランティア同士の関係づくりをすすめるため、年１回、ときめき
ボランティア交流会を開催した。 

取組における課題 
ボランティア活動のさらなる充実のため、ボランティア団体の組織
化が課題である。 

今後の方向性 
ボランティア同士の顔の見える関係づくりをすすめ、ボランティア団体
の組織化へとつながるよう、ときめきボランティア交流会を充実し開催
する。 

項目 ボランティア団体等の組織化支援② 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
ボランティアの交流会などは実施しているが、ボランティア連絡協
議会の立ち上げには至っていない。 

取組における課題 ボランティア連絡協議会の意義を周知していくことが課題である。 

今後の方向性 
今後もボランティアの交流会などを開催し、ボランティア連絡協議会の
立ち上げの必要性をボランティアに働きかけていく。 

  



 
38 

 

 

 

 

３ ボランティア活動の推進 

項目 市民活動の推進に向けた体制づくり① 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
地域活動を支援する地域組織化支援者（コミュニティソーシャルワ
ーカー）の設置に至っていないが、新たに設置した生活支援コーデ
ィネーターの配置により地域活動の支援をすすめている。 

取組における課題 
市民の高齢化に伴い、住民主体となった地域づくりをすすめていく
ことが課題である。 

今後の方向性 
今後も地域住民等との話し合いの場との連携をすすめ、住民主体の
まちづくりをすすめていく。 

項目 市民活動の推進に向けた体制づくり② 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
社会福祉協議会にボランティアセンターを設置し、ボランティアコ
ーディネーターが、市民のボランティア活動を推進した。 

取組における課題 
ボランティア活動の窓口として、ボランティアセンターの存在を広
く周知する。 

今後の方向性 
社会福祉協議会にボランティアセンターを置き、ボランティアコー
ディネートの機能の充実を図っていく。 

 

４ 相談体制の充実 

項目 各種相談関係機関の連携 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
市民からの相談に応じて、市、地域包括支援センター、在宅介護支
援センターと連携し、対応を行った。 

取組における課題 市民への相談機関のさらなる周知を図り、課題の共有化を図る。 

今後の方向性 
市、地域包括支援センター、在宅介護支援センターなどと連携のも
と、気軽に相談できる体制を強化していく。 

項目 相談事業の充実① 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 週１回、民生委員・児童委員の協力のもと、心配ごと相談所を開催した。 

取組における課題 
心配ごと相談の周知を図り、相談体制の充実を図ることが課題であ
る。 

今後の方向性 
各種相談機関との連携の強化をすすめ、引き続き、心配ごと相談事
業を実施する。また、現在の相談内容、実績件数から勘案して、こ
のまま継続していくか検討していく。 

項目 相談事業の充実② 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
心配ごと相談員研修会などに参加し、相談員の資質向上に取り組ん
でいる。 

取組における課題 地域の課題を把握し、研修の充実を図っていく。 

今後の方向性 研修に積極的に参加し、相談員の資質向上を図っていく。 
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４ 相談体制の充実 

項目 生活困窮者に対する支援 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
生活困窮者の相談を受付けるとともに、生活福祉資金等を貸付け、
自立を支援した。 

取組における課題 生活困窮者の課題を把握するとともに、相談体制の充実を図っていく。 

今後の方向性 
生活困窮者が気軽に相談できる窓口を設置し、生活福祉資金等を貸
付ける相談体制の充実を図っていく。 

 

５ 日常生活の支援の推進 

項目 ひとり暮らし高齢者への支援① 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
調理・配食ボランティアの協力のもと、ひとり暮らし高齢者等の安
否確認を兼ね、給食サービスを行った。 

取組における課題 
調理・配食サービスの担い手の高齢化により、後継者が育っていな
い。 

今後の方向性 各種ボランティアと調整しながら、給食サービスを行う。 

項目 ひとり暮らし高齢者への支援② 
評価 

Ｃ 

具体的な実施状況 
郵便局等の協力によるひとり暮らし高齢者の方に対する手渡し郵便
事業の実施には至っていない。 

取組における課題 個人情報の保護の観点から慎重な判断が必要である。 

今後の方向性 
ひとり暮らし高齢者に対し、どのような支援が必要であるか検討し
ていく。 

項目 福祉タクシー券の発行 
評価 

－ 

具体的な実施状況 
市から社会福祉協議会へ委託があった福祉タクシー券の発行事業は、平成
28年度から、より充実を図るため、市で行うこととなった。 

取組における課題 － 

今後の方向性 － 

項目 福祉車両（マイクロバス）の運行 
評価 

Ａ 

具体的な実施状況 
社会福祉協議会、市、福祉団体の活動を支援するため、マイクロバ
スを運行した。なお、平成 28年度に老朽化していたマイクロバスを
更新した。 

取組における課題 手助けを必要とする人の移動手段の確保が課題である。 

今後の方向性 
今後もマイクロバスの運行により、高齢者等の移動手段を確保して
いく。 

項目 福祉車両貸出事業 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 
外出が困難な高齢者等に対し、福祉車両を貸出していたが、福祉車両の老
朽化により、平成29年度で本事業を休止した。 

取組における課題 福祉車両の老朽化により、現在貸出ししていない。 

今後の方向性 福祉車両の更新も含め、事業のあり方を検討していく。 
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５ 日常生活の支援の推進 

項目 車いすの貸出 
評価 

Ｂ 

具体的な実施状況 介護保険対象外の要介護者に対し、車いすを貸出し、外出を支援した。 

取組における課題 
介護保険制度で車いすのレンタルが受けることができない人への対
応が課題である。 

今後の方向性 
今後も介護保険制度対象外の高齢者等へ車いすを貸出し、外出を支
援していく。 

項目 買い物弱者への支援 
評価 

Ｃ 

具体的な実施状況 
地域によって移動販売や民間事業者による食料品の配送などの取り
組みが行われている。 

取組における課題 
高齢化がすすみ免許証の返納などが増え、買い物に困る人が増えて
いる。 

今後の方向性 
買い物支援のあり方について、市や各地区まちづくり協議会など関
係機関と連携して調査・研究をしていく。 
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取組状況評価合計 

重点項目 

取組状況（構成比：％） 

Ａ：計画通り取り
組めた 

Ｂ：ある程度 
取り組めた 

Ｃ：未実施、 
事業廃止など 

１ 情報提供の充実 １（20.0％） ４（80.0％） ０（0.0％） 

２ 福祉のまちづくりを 
進める人づくりの推進 

１（25.0％） ３（75.0％） ０（0.0％） 

３ ボランティア活動の 
推進 

２（28.6％） ４（57.1％） １（14.3％） 

４ 相談体制の充実 ０（0.0％） ４（100.0％） ０（0.0％） 

５ 日常生活の支援の推進 １（16.7％） ３（50.0％） ２（33.3％） 

合計 ５（19.2％） 18（69.2％） ３（11.6％） 

 

 

５つの施策の重点項目に基づく取組については、全体のうち88.4％が「計画通り取

り組めた」と「ある程度取り組めた」と評価できました。 

特に、重点項目１「情報提供の充実」については、社協だよりの発行を通して支援

を進めています。また、重点項目４「相談体制の充実」については、各関係機関と連

携を図りながら支援を進めています。 

一方、全体のうち11.6％の取組が「未実施、事業廃止など」となっています。 

課題としては、情報弱者に対する配慮、ボランティアの高齢化やボランティアのリ

ーダー養成、相談体制の周知や充実、福祉車両の老朽化などがあげられます。 

今後は、第二次計画の取組状況の評価を踏まえ、その結果を第三次計画に反映して

いくことが重要です。 
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第３章    計画の基本的な考え方 

 

 

１ 計画の基本理念 

社会福祉協議会は、第二次計画の「もっと ええまち・西脇～だれもが安心して暮

らせる福祉のまちづくり～」の基本理念のもと、福祉活動を推進してきました。 

地域福祉をめぐる状況は、大きく変化しており、様々な分野の課題が絡み合い複雑

化しており、これらの課題の解決に向けては、住民が主体的に地域福祉活動に参画す

るとともに、地域活動団体、ボランティア団体、行政等と協働・連携を図りながら、

包括的に取り組んでいく体制を構築することが必要です。 

第三次計画では、地域福祉の理念やしくみ、行政施策を掲げた『第三次西脇市地域

福祉計画』との協働のもと、“住民主体”“住民参加”という視点を基礎としながら、

地域福祉の活動の展開や住民などの民間主体の自主的・自発的な施策を推進し、西脇

市に暮らす全ての人がお互いにやさしさと思いやりの気持ちを持って、つながり、助

け合い・支え合いの輪を広げることで、安心して暮らせるように、基本理念を『ほっ

こり いいね・西脇市～みんなが安心・心つながるまちづくり～』とし、地域福祉の

具体的な実践活動を展開します。 

 

［ 基本理念 ］ 
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２ 計画の基本方向 

基本方向１ 地域力を高めるまちづくり  

自分が暮らす身近な地域で起きている問題に関心を持ち、自ら参画し、解決につな

げられる地域づくりを推進します。 

ボランティアの育成や確保などは、地域に関心を持つきっかけづくりとなり、支え

合い・助け合いの活動を促進し、地域力を高めるまちづくりにつながります。 

 

基本方向２ 相談でき解決できる仕組みづくり  

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加、要介護認定者や障がいのある人、ひ

とり親家庭など支援が必要な人が増加しています。また、ダブルケアや生活困窮など

地域における福祉課題は多様化・複雑化が指摘されています。西脇市に暮らす全ての

人が、生活の困りごとについて気軽に相談できるように身近な地域での相談体制を充

実します。 

また、判断能力が十分でない人の増加が予測されており、必要な援助を受けること

ができるよう、権利擁護制度の普及啓発を図り制度の利用につなげます。 

 

基本方向３ 安心につながる環境づくり  

地域でいつまでも安心して暮らせるよう、「地域の安全は地域で守る」という考えの

もと、日頃からの地域の助け合いを進めます。見守りが必要な人が緊急時や災害時に

孤立しないよう日頃からの見守り体制の充実を図ります。 

また、災害時に行政と連携・協力のもと災害ボランティアセンターを設置するなど、

安心して暮らせる環境をつくります。 

 

組織強化計画  

継続した地域福祉活動が推進できるように、社会福祉協議会の認知度を高め、組織

体制の強化や財源基盤の整備に取り組みます。  
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３ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）福祉活動の普及と担い手づくり 

① 地域を支える人づくりの推進 

② ボランティア活動の推進 

（２）助け合い・支え合い体制の充実 

① つどいの場の設置・運営の支援 

② 住民主体の地域福祉活動の推進重点 
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［ 基本理念 ］ ［ 活動目標・活動項目 ］ ［ 基本方向 ］ 

１ 地域力を高める 

まちづくり 

２ 相談でき解決できる 

仕組みづくり 

組織強化計画 

３ 安心につながる 

環境づくり 

（１）身近な地域での相談体制の充実 

① 情報提供の充実 

② 相談体制の充実 

③ 相談機関の連携重点 

（２）安心な暮らしの充実 

① 在宅福祉サービス事業の推進 

② 介護サービス事業の推進 

③ 権利擁護活動の推進重点 

④ 生活困窮者への支援体制の充実 

（１）安心に暮らせる仕組みづくり 

① 災害時支援体制の推進重点 

（１）社協体制の充実・強化 

①社協組織の強化 

②自主財源の確保 
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第４章    施策の展開 

 

１ 地域力を高めるまちづくり 

（１）福祉活動の普及と担い手づくり  

【 現状と課題 】 

市民アンケートの調査結果では、福祉の関心度について、「とても関心がある」と「あ

る程度関心がある」をあわせた“関心がある”の割合が６割強となっています。 

これからさらに、福祉への関心や理解を高めるために、地域福祉に関する学習の場

や体験学習の機会づくりの充実を図っていくことが必要です。 

また、団体アンケートの調査結果では、「役員のなり手がない」、「メンバーが高齢化

している」、「後継者が育たない」などが、組織の運営上の困りごととなっている一方

で、市民アンケートの調査結果においては、半数近い方が地域活動に参加していると

答えており、若い世代のボランティア活動への参加率は低いものの、地域活動への参

加は 30 歳代で５割を超えています。こういった強みを生かして、今後更に地域活動

やボランティア活動への参加につなげていくため、多様なボランティア活動メニュー

の提供と支援や人材の育成を進めていくことが必要です。 
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① 地域を支える人づくりの推進 

地域活動やボランティア活動において、担い手不足が課題となっており、その活動

にふれるきっかけを提供することで、若年層や元気な高齢者等の活動参加を促進し、

担い手の育成・掘り起こしを行います。  

また、地域福祉の推進には住民一人ひとりの意識が重要となるため、福祉講座等に

よる意識啓発や、学校教育、社会教育の場における福祉学習活動への支援等を行い、

住民の福祉意識の向上につなげていきます。 

 

 

取組 内 容 

ボランティアの育成・
確保 

ボランティアの活動紹介や相談窓口、ボランティア養成講座、研修会
の開催 

災害時に備えた災害ボランティアの養成 

幅広い世代を対象にしたボランティア入門講座の開催 

人権・福祉に関する啓
発 

福祉を身近なものとして感じ、より関心と理解を深める、「いきいき
ふれ愛まつり」を開催 

福祉学習活動の推進 

児童・生徒などへの福祉の理解と関心の向上を目的とした情報提供や
ボランティア派遣、福祉学習推進事業助成の推進 

福祉学習プログラムの開発、提案 
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② ボランティア活動の推進 

地域における福祉活動の普及と担い手を活性化させるため、ボランティア団体への

助成や組織化支援、活動に関する情報提供等を通し、ボランティア団体活動の活性化

を図ります。 

 

取組 内 容 

ボランティア活動の啓
発・情報提供 

いきいきふれ愛まつりなどのイベントや、ボランティアセンターだよ
り等による情報提供 

ボランティア活動の活
性化 

ボランティア団体や NPOへの情報提供の充実 

ボランティア活動への
支援 

福祉団体・ボランティア団体への活動助成 

ボランティア団体等の
組織化支援 

ボランティア連絡協議会の立ち上げの検討 

ときめきボランティア交流会などを通したボランティア団体の情報交
換の機会の充実、ボランティア団体の組織化支援 

市民活動の推進に向け
た体制づくり 

地域活動を支援する生活支援コーディネーターの設置、地域づくりの
支援 

ボランティア活動を支援するボランティアセンターの機能強化 
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（２）助け合い・支え合い体制の充実  

【 現状と課題 】 

市民アンケートの調査結果では、近所付き合いの必要性については理解されている

ものの、普段の近所付き合いについては、約４割の人が「会えばあいさつをする程度

で付き合っている」となっています。 

地域の日常的なつながりのひとつとして、高齢者を対象に各地域で実施しているい

きいきサロンの認知度は 7 割と高く、さらに多くの人に「ふれあいいきいきサロン」

に参加してもらうために必要なことは、「会場（開催場所）までの送迎がある」や「毎

月定期的に開催されているサロン」「食事付きのサロン」等が望まれています。 

今後は、高齢者だけでなく、子どもから高齢者、障がいのある人など地域に暮らす

全ての人が交流できる場や機会を充実していくことが必要です。 

 

 

①  つどいの場の設置・運営の支援 

高齢者や障がいのある人、子どもや子育て家庭など、地域における多様な世代・人

との交流機会を設けるなど、つどいの場の設置・運営の支援を通して、地域のふれあ

いや顔の見える関係づくりを進めます。 

 

取組 内 容 

いきいきサロンの開催 
高齢者の憩いや交流づくりを目的とした萩ヶ瀬会館サロン、仲間づく
りを目的とした地域型いきいきサロン、介護予防いきいきサロン等の
開催 

ひとり暮らし高齢者会
食サービス事業の実施 

ひとり暮らし高齢者の安否確認を兼ねたひとり暮らし高齢者会食サー
ビス事業の実施 

ふれあいバス旅行の実施 

介護者のつどいの開催 
在宅介護者の負担の軽減及びリフレッシュを目的とした、介護教室等
の実施 
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② 住民主体の地域福祉活動の推進 重点 

地区まちづくり活動と連携を図りながら、住民が地域課題について、情報共有、連

携、住民同士の支え合い活動を協議する場（第２層協議体）を支援します。また、そ

の地域にある資源（人材、お金、場所、モノなど）を有効に活用し、生活支援サービ

スの提供体制の構築に向けても取り組みます。 

この他に、社会福祉法人同士の情報交換や連絡調整を図り、社会貢献活動を促進し

ます。 

 

取組 内 容 

生活支援体制整備事業
の推進 

各地区で地域福祉に関わる人が集まり、情報共有、連携、住民同士の
支え合い活動を協議する(第２層協議体）の実施支援 

地区まちづくりの支
援・促進 

支え合い助け合いの仕組みづくりの支援 

社会福祉法人のネット
ワーク 

社会福祉法人同士での情報交換や連絡調整を行い、社会貢献活動を促
進 

 

 

【基本方向１ 成果指標】 

計画策定年度に把握した数値を基準値として、計画の終期である令和７年度における 

目標数値を示しています。 

 

指標名 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和７年度） 

ボランティア養成講座 参加者数 685人 700人 

いきいきサロン 箇所数 61箇所 70箇所 

生活支援体制整備事業 実施地区数 ２地区 ８地区 
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２ 相談でき解決できる仕組みづくり 

（１）身近な地域での相談体制の充実  

【 現状と課題 】 

市民アンケートの調査結果では、情報の入手先について、「特にない」の割合が約２

割、「社会福祉協議会の窓口、広報紙」の割合が約１割となっています。また、社会福

祉協議会が実施している福祉活動や先進的な地域福祉活動について社協だよりやホー

ムページを通して、情報提供していますが、住民に十分に伝わっていない現状があり

ます。 

住民が、地域で安心して暮らすためには、必要なサービスについて情報を知ってい

る、もしくは情報を取得する方法を知っているなど、地域住民が様々な福祉の情報と

つながっていることが重要です。そのため、各年代の情報入手手段やニーズに応じた

情報提供の充実を図る必要があります。 

最近では、生活困窮者、ひとり親、高齢者のみの世帯、障がいのある人など支援が

必要な人々が増加しています。支援が必要な人の中には、既存のサービスや行政の仕

組みでは解決できない問題を抱える人も増えてきています。 

アンケート調査では、不安や困りごとが起こったときの相談先について、「家族、親

戚、兄弟姉妹」の割合が約８割と最も高く、次いで「友人、隣近所」の割合が約４割、

「病院・医師」の割合が約１割となっており、地域での相談者である民生委員・児童

委員及び市や社会福祉協議会等の相談機能を持つ公的機関の利用は１割強となってい

ます。 

こういったことから、相談窓口の周知を図るとともに、必要に応じて専門的な相談

機関につなぎ、必要なサービスが受けられ、解決につなげるよう、相談体制のネット

ワークを構築することが求められます。 
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① 情報提供の充実 

高齢者、障がいのある人、子どもや子育て家庭など各種福祉サービスについて、制

度やサービス、イベント等に関するわかりやすい情報を積極的に発信します。 

この他にも、市内の先進的な地域福祉活動を情報発信し、地域の地域福祉活動の活

性化につなげていきます。 

また、障がいのある人など、情報を取得しにくい方に対する支援を行います。 

 

 

取組 内 容 

福祉に関する情報提供 

社協だよりやホームページによる、福祉サービスや、イベント、講座
等の情報提供 

情報弱者に対する情報提供体制の見直し 

あらゆる機会を通した福祉サービスや講座等の情報提供の推進 

社協だより・ホームペ
ージの充実 

社協だより・ホームページ・防災行政無線等多様な媒体を通した情報
提供の推進 

パンフレット等による
情報提供 

社協やボランティア活動の内容を詳しく説明したサービスごとのパン
フレット等の作成 

市内地域福祉活動事例
の発信 

社協だよりなどを通した市内地域福祉活動の優良事例の情報発信 

視覚に障がいのある人
への情報提供 

ボランティアの作成による「広報にしわき」等の音声訳ＣＤなど、声
の広報事業の実施 
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② 相談体制の充実 

住民の様々な不安や悩みに対応するため、社会福祉協議会の実施する心配ごと相談

の周知を図り、相談体制の充実を図ります。 

 

取組 内 容 

相談事業の充実 民生委員・児童委員による心配ごと相談事業の充実 

 

 

③ 相談機関の連携 重点 

市や関係機関、民生委員・児童委員などの情報や課題の共有化を図り、適切な相談

支援や福祉サービスにつなげます。 

 

取組 内 容 

各種相談関係機関の連
携 

市、地域包括支援センター、在宅介護支援センターなどにおける各種
相談関係機関との連携 
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（２）安心な暮らしの充実  

【 現状と課題 】 

高齢化が進行していく中、在宅福祉サービス事業や介護保険等サービスの提供と、

地域包括支援センターの運営を通して住み慣れた地域で安心して暮らすために、各種

サービスを充実する必要があります。 

各福祉サービスについては、福祉サービスの利用に関して、６割を超える人が満足

と回答されています。一方、不満と回答した人については、「費用負担」に次いで、「利

用手続きが面倒」、「どんなサービスがあるのかわからない」、「サービスの提供者や内

容等」に不満や心配を抱く人の割合が高くなっています。 

また、認知症高齢者や障がいのある人など、自分で判断することが難しい人が今後、

増加することが予測されており、日常生活のあらゆる場面で本人の意思が尊重される

よう、意思決定支援の重要性の啓発を図ることが必要です。一方で、成年後見制度や

日常生活自立支援事業の推進のもと、福祉サービス利用者の権利擁護をより一層充実

していくことも求められています。 

今後、誰もが安心して地域で暮らせるよう、支援を必要とする人が必要なサービス

を受けることができるよう、地域包括支援センターの運営に努め、きめ細かなサービ

スの提供・充実が求められます。 

なお、生活困窮者への支援制度などの認知度は低く、周知とともに、制度の利用を

促進していくことも重要です。 
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① 在宅福祉サービス事業の推進 

ひとり暮らし高齢者や障がいのある人など、日常生活を送る上で何らかの手助けを

必要とする人に対して、地域で安心して日常生活を送ることができるよう、支援を行

います。  

移動手段については、福祉車両（マイクロバス）の運行や車いすの貸出などを行い、

誰もが安心して利用できる移動手段の確保・充実を図ります。 

 

 

取組 内 容 

ひとり暮らし高齢者へ
の支援 

ひとり暮らし高齢者等の安否確認を兼ねた週１回の給食サービスの実
施 

福祉車両（マイクロバ
ス）の運行 

福祉車両（マイクロバス）の運行 

車いすの貸出 介護保険対象外の要介護者等に対する車いすの貸出 

 

 

②  介護サービス事業の推進 

介護保険等サービスの提供や地域包括支援センターの運営を通して、住み慣れた地

域で生活を継続できる支援を行います。また、サービス提供事業者として、現状を分

析し、今後の方向性を見出していきます。 

 

 

取組 内 容 

在宅介護サービスの推
進 

介護保険法、障害者総合支援法に基づく在宅介護サービスの提供、地
域包括支援センターの運営の充実 
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③ 権利擁護活動の推進 重点 

「成年後見制度」の認知度、「市民後見人」への関心は低くなっており、判断能力が

十分でなくとも、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、日常生活自立支援事業や

成年後見制度など、サービス利用者の権利擁護事業や制度の周知、住民に対する権利

擁護活動の普及を図ります。 

 

取組 内 容 

日常生活自立支援事業
の推進 

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）の推進 

生活支援員養成講座の
開催 

日常生活自立支援事業を支える生活支援員の資質の向上、人材確保を
目的とした研修実施 

サービス利用者の権利
擁護の推進 

成年後見制度についての調査・研究及び住民や市内事業者を対象に、
権利擁護に対する意識を高めるための講演会の開催 

 

 

④ 生活困窮者への支援体制の充実 

地域住民、ボランティア、民生委員・児童委員、市と連携をしながら、生活に課題

を抱える人の早期発見・早期支援に努め、本人の状況に応じた支援につなげます。 

 

取組 内 容 

生活困窮者に対する支
援 

低所得者など、生活に困窮している人に対する生活福祉資金等の貸付 

 

 

【基本方向２ 成果指標】 

計画策定年度に把握した数値を基準値として、計画の終期である令和７年度における 

目標数値を示しています。 

 

 

指標名 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和７年度） 

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用
援助事業）実施件数 

37件 40件 

社会福祉協議会の認知度 

（名前を知っている市民の割合） 
81.1％ 90.0％ 
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３ 安心につながる環境づくり 

（１）安心に暮らせる仕組みづくり  

【 現状と課題 】 

市民アンケートの調査結果では、日常生活の中で不安に思っていることについて、

「地震等の災害に関すること」の割合が約４割となっています。また、大地震などの

災害への必要な備えとして「隣近所での住民同士の日頃のつながりと助け合い」の割

合が５割半ばと最も高くなっています。 

社会福祉協議会では、災害ボランティアの育成・確保、災害ボランティアコーディ

ネーターの育成などに努めています。一方、自主防災組織において、防災知識を熟知

した人材や支援者の不足が指摘されています。 

地震や台風などの自然災害の発生による被害拡大が懸念されるなかで、平常時から

の見守り活動を推進するため、人材の確保・育成等、誰もが安全に安心して暮らせる

地域づくりが重要です。 

 

 

① 災害時支援体制の推進 重点 

住民の防災への取り組みに対する関心は高く、住民の防災に対する意識啓発や、災

害時に行政との連携・協力のもとボランティアセンターの充実や災害時に備えた体制

の強化に取り組みます。また、大規模災害時には、兵庫県社会福祉協議会と連携を図

り、被災地以外の社会福祉協議会や災害ＮＰＯ等の団体の協力のもと、災害ボランテ

ィアの募集を行います。 

 

取組 内 容 

住民の防災に対する意
識の醸成 

災害ボランティア養成講座の開催を通した住民の防災に対する意識を
醸成 

災害時に備えた体制整
備の強化 

災害ボランティアセンター設置及び運営に関する協定に基づく連携・
協力支援 
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【基本方向３ 成果指標】 

計画策定年度に把握した数値を基準値として、計画の終期である令和７年度における 

目標数値を示しています。 

 

 

指標名 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和７年度） 

隣近所で見守りが必要な人（高齢者・障が
いのある人等）がいる世帯を把握している
市民の割合 

39.9％ 45％ 

災害ボランティア 登録者数 16人 30人 
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第５章    組織強化計画 

 

 

１ 社協体制の充実・強化 

（１）社協組織の強化  

地域福祉に対するニーズが多様化・複雑化している中で、地域福祉の推進を目的と

する社会福祉協議会の役割は、より一層重要となっており、社会福祉協議会において

は、地域の身近な相談先として、また福祉サービス提供者として、住民の多様な福祉

ニーズに対応するため、役職員（理事・監事・職員）の研修などを行いながら、より

良い地域福祉経営ができる組織体制の強化に取り組みます。  

また、職員研修に積極的に取り組み、職員の専門性の向上を図ります。 

 

 

取組 内 容 

理事会の運営 役員（理事・監事）研修の実施、理事会の定期的開催 

評議員会の運営 評議員研修の実施、評議員会の定期的開催 

監事監査 会計・事業監査の実施 

第三者委員の整備 社会福祉協議会が提供するサービスに対する苦情解決体制の整備 

職員の資質の向上 定期的な職員研修の実施、研修体系の構築、資格取得の支援等 

適正な人事管理 
適正な職員の昇給昇格、職員及び臨時職員の法令等に遵守した就業管
理等 
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（２）自主財源の確保  

社会福祉協議会の財源は、市・県等からの補助金、委託金、住民等からの会費、共

同募金の配分金、善意銀行からの繰り入れが多くを占めており、今後さらに社会福祉

協議会の認知度を高めるとともに、利用者負担の見直しや各種募金活動の推進など、

財源基盤の整備を進めていきます。 

 

取組 内 容 

社協会員の加入促進 社協活動や会員制度の趣旨、会費の使途等の周知 

社協会費の見直し 社協会費を財源とする事業やその金額の見直し 

共同募金・善意銀行の 
見直し 

善意銀行や共同募金等について周知・啓発 

介護保険等のサービス
の効率化 

介護保険等に係るサービスを充実させるとともに、業務の効率化の実
施 
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第６章    推進体制 

 

 

１ 計画の推進体制 

（１）社会福祉協議会の充実と周知  

社会福祉協議会は、市民ボランティア、社会福祉関係者、行政機関などの協力を得

て、社会福祉を目的とする事業の企画、運営や、社会福祉に関する市民活動の支援な

ど、地域福祉を推進するうえで中心となる団体です。 

また、社会福祉協議会では、福祉を目的とした自主事業のほか、行政からの委託事

業、介護保険事業などを行っており、その知識や経験を生かした活動が、より一層必

要になります。 

この他にも、専門的な相談業務などに対応するために、地域課題を把握し住民とと

もに解決に取り組む生活支援コーディネーターの配置や職員のスキルアップを図るな

ど、社会福祉協議会の機能の充実、強化に努めるとともに、地域住民への社会福祉協

議会活動の周知を図ります。 

 

（２）行政や地域住民との協働による推進体制の整備  

地域の多様な生活課題やニーズに対応していくためには、住民をはじめとした地域

を構成する様々な主体が連携して、取り組むことが重要です。 

『ほっこり  いいね・西脇市  ～みんなが安心・心つながるまちづくり～』を実現

するため、住民をはじめ、民生委員・児童委員、障がい者団体、ボランティア、地域

包括支援センター、行政など地域に関わる様々な人々と連携し、本計画の推進を図り

ます。 
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２ 計画の進行管理 

本計画の進捗状況の管理・評価については、計画を立て（Plan）、実行（Do）、その

進捗状況を定期的に把握し点検・評価した上で（Check）、その後の取り組みを改善す

る（Action）、一連のＰＤＣＡサイクルの構築に努めます。 

また、計画の進行管理や見直しを行うため、学識経験者や福祉関係者、住民などで

構成する「社会福祉協議会理事会」において、第４章に記載している成果指標や、各

事業の実施状況を把握・評価しながら改善・見直しを行います。 

 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

事業の実施が計画に 

沿っているかどうかを 

確認する 

従来の実績や将来の予測 

などを基にして計画を 

作成する 

事業の実施が計画に 

沿っていない部分を 

調べて改善する 

計画に沿って事業を行う 

策定 

Action 
改善 

Plan 

Do Check 
実施 評価 
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第＊章    資料編 

 

 

１ 計画の策定経過 

 

時   期 内 容 

平成30（2018）年９月１日 

        ～９月30日 

市民アンケート調査 

（西脇市に居住する 20歳以上の方、2,000人） 

平成30（2018）年９月３日 

第 1回西脇市地域福祉推進計画策定委員会 

(平成 30年度第 2回理事会) 

 報告事項 

   第三次西脇市地域福祉推進計画の策定について 

平成30（2018）年11月 

       ～12月 

団体アンケート調査 

（民生委員児童委員、ボランティア団体、地域活動団体） 

令和元（2019）年９月３日 

第２回西脇市地域福祉推進計画策定委員会 
(令和元年度第 3回理事会) 

 協議事項 

   第三次西脇市地域福祉推進計画の骨子(案)について 

令和元（2019）年11月26日 

第３回西脇市地域福祉推進計画策定委員会 

(令和元年度第４回理事会) 

 協議事項 

   第三次西脇市地域福祉推進計画の素案について 

 令和元（2019）年12月１日 

～令和２（2020）年１月６日 
パブリック・コメント実施 

令和２（2020）年３月18日 

第４回西脇市地域福祉推進計画策定委員会 

(令和元年度第５回理事会) 

 協議事項 

   第三次西脇市地域福祉推進計画の策定について 

令和２（2020）年３月 第三次西脇市地域福祉推進計画策定 
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２ 西脇市地域福祉推進計画策定委員会委員名簿 

（敬称略） 

区 分 氏  名 備考 

区長会 齋藤 周藏  

区長会 藤原 廣司  

区長会 徳岡 武義 令和元年６月28日まで 

区長会 臼井 茂樹 令和元年６月28日から 

区長会 依藤 史典  

区長会 〇萬浪 三郎  

区長会 飛田 和平 令和元年６月28日まで 

区長会 村井   省 令和元年６月28日から 

区長会 林田 明雄 令和元年６月28日まで 

区長会 松山 秀樹 令和元年６月28日から 

区長会 藤本 恭造  

民生児童委員協議会 ○村上 昌紘  

医師会 村上 典正  

社会福祉施設 伊達 惠一  

社会福祉に関する活動を行う者 真鍋 宣征 令和元年６月28日まで 

社会福祉に関する活動を行う者 岡井 久夫 令和元年６月28日から 

行政 吉田 孝司  

会員代表 ◎大久保 惠司 令和元年６月28日まで 

会員代表 ◎長尾 芳明 令和元年６月28日から 

会員代表 大﨑 夏子  

会員代表 武部 惠子  

◎会長、○副会長 
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３ 用語解説 

【あ行】 

ＮＰＯ 

Non Profit Organizationの略称。ＮＰＯは、「民間」の「非営利団体」を指す言葉として用いられ、

ボランティア団体や市民活動団体をはじめ、社会貢献活動を行う民間非営利組織に対して使われて

いる。 

 

【か行】 

協働 

自治の推進のために市民及び市がそれぞれの果たすべき役割と責務を認識し、対等な立場で、協力、

連携すること。 

 

権利擁護 

自己の権利や援助ニーズを表明することが困難である人を、あらゆる形態の権利侵害やその可能性

から擁護するとともに、生活を送る上で必要な全ての権利を保障するという考え方やその実践 

 

合計特殊出生率 

15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が生涯に産む子どもの人数

を推計したもの 

 

個人情報 

個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名、生年月日、職業、家族関係、その他の記述等により、

特定の個人を識別することができる情報。他の情報と照合することができ、それによって特定の個人

が識別できる情報も含む。 

 

コミュニティ 

共同の社会生活の行われる一定の地域又は集団。中でも「地域コミュニティ」という場合は、特に地

域との結びつきが強く、人々の自主性と自らの責任において、より住みよい地域づくりを行う住民の

集団を指す。 

 

【さ行】 

社会福祉法 

社会福祉サービスの基礎をなす法律で、社会福祉の目的や理念、原理等を盛り込み、社会福祉事業の

範囲や社会福祉の基礎構造に関する規定が定められている。 

 

市民後見人 

一般市民による成年後見人。認知症や知的障害などで判断能力が十分でない人に親族がいない場合、

家庭裁判所から選任され、本人に代わって財産の管理や日常生活における契約などを本人の代理と

して行う人 
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社会福祉協議会 

社会福祉法に基づく社会福祉法人で、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者

及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、社会福祉を目的とする事業を行う組織。事業内容とし

ては、企画及び実施、調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成、社会福祉に関する活動への住民参加

のための援助等がある。 

 

生活困窮者 

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度

の生活を維持することができなくなるおそれのある者のこと。 

 

生活困窮者自立支援法 

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実

施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる制度 

 

成年後見制度 

認知症や知的障害などで判断能力が十分でない人が、不利益な被害を受けることがないように、後見

人・保佐人・補助人を選任することにより、法律的に支援する制度 

 

【た行】 

ダブルケア 

育児と介護を同時に行う必要がある状況のこと。晩婚化・晩産化の影響で子育て世代の年齢が上昇

する中、子の育児と親の介護を担うことを指すことが多いが、広義では、子だけでなく孫の育児、

親だけでなく祖父母の介護も含まれる。 

 

地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な

主体が 「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながること

で、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。平成28（2016）年６

月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において地域共生社会の実現が盛り込まれており、

今後の福祉改革を貫く「基本コンセプト」と位置付けられている。 

 

地域自治協議会 

「自助・共助・公助を基にした参画と協働のまちづくり」を基本に、地域を将来にわたって持続可能

なものとしていくために、地域課題はまず地域で検討し、解決のために取組を進め、地域の様々な団

体や事業者、個人などが参加し、住民の力を最大限に発揮できる組織でそれぞれの特性を生かして連

携・協働する新しい枠組みの地域自治システムのこと。 

 

地域包括ケアシステム 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けるこ

とができるよう、日常生活圏域の中で、介護、予防、医療、住まい、生活支援サービスを一体的かつ

継続的に提供する体制のこと。  



 
66 

 

 

地域包括支援センター 

市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、３職種のチーム

アプローチにより、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、保健医

療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする機関 

 

【な行】 

日常生活自立支援事業 

認知症高齢者や障害のある人など、判断能力が十分でない人が地域で自立した生活を送れるよう、福

祉サービスの利用に関する情報提供、助言、手続の援助、利用料の支払い等、福祉サービスの適切な

利用のための一連の援助を一体的に行う事業 

 

認知症 

いったん正常に発達した知能が、脳の病的な変化により低下し、日常生活上あるいは社会生活上支障

をきたした状態をいう。代表的なものとして、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小

体型認知症、前頭側頭型認知症がある。 

 

ネットワーク 

市民個々人や集団と集団などの網状のつながりの意味。地域福祉活動は市民の誰もが幸せになるこ

とを目指すものだが、その推進を図るためには市民同士をはじめ関係機関・団体などとの能動的で活

動的なネットワーク構築が欠かせない。 

 

【は行】 

ＰＤＣＡサイクル 

計画（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（action）のプロセスを順に実施し、最後のactionで

はcheckの結果から、最初のplanの内容を見直して、次回のplanに結び付ける。この循環のプロセス

を繰り返すことによって、継続的な業務改善活動を推進するマネジメント手法 

 

ボランティア 

個人の自由な意思によって金銭的対価を求めず、社会的貢献を行うこと及びそれに携わる人のこと。 

 

ボランティアセンター 

地区又は職場や学校においてボランティアに関する事務を行い、ボランティアの活性化を図る組織。

市区町村単位で社会福祉協議会と連携して設置されることが多く、ボランティア情報の収集と発信、

ボランティアコーディネート業務、ボランティアに関する教育・研修の場、ボランティアの情報交換

の場として機能している。 
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【ま行】 

民生委員・児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱された特別職の地方公務員（非常勤）であり、ボランティアとし

て地域住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助等を行っている。また、民生委員は児童委員も兼

ねることとされており、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、

子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等も行っている。 

 

【や行】 

要支援・要介護認定者 

日常生活において、介護が必要な状態の軽減や悪化の防止のために支援が必要な状態にある人（要支

援者）や、常時介護を必要とする状態にある人（要介護者）と認定された人のこと。 
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